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韓
国
文
集
叢
刊
解
題

（
十
七
）

疋

成
ι」

佑

田

第
二
十
四
輯
（
続
）

明
『
漁
村
集
』
沈
彦
光
撰

本
集
は
、
漁
村
沈
彦
光
の
詩
文
集
で
、
十
三
巻
四
冊
、
全
川
了
。

底
本
は
国
立
中
央
図
書
館
蔵
本
。

本
集
は
、
著
者
の
外
孫
（
孫
娘
の
婿
〉
の
江
原
道
観
察
使
で
あ
る
洪
春
年
が
、
家
蔵
の
草
稿
を
編
次
し
て
宣
祖
の
五
年
二
五
七
二
〉

に
四
冊
で
刊
行
し
た
の
が
初
刊
本
で
あ
る
。
し
か
し
沈
彦
光
が
好
臣
金
安
老
と
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
が
弾
劾
さ
れ
、
そ
の
後
の
兵
火
な
ど

に
遭
遇
し
た
こ
と
で
散
迭
し
、
世
の
中
か
ら
忘
れ
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
五
代
の
孫
で
あ
る
沈
澄
が
、
初
刊
本
を
も
と
に

丈
献
を
蒐
集
し
、
金
安
老
と
の
関
係
に
よ
る
罪
が
無
実
で
あ
る
こ
と
を
記
し
、
宋
時
烈
、
朴
世
釆
ら
の
序
文
を
付
し
て
乙
丑
の
年
〈
一
六

八
五
〉
に
刊
行
し
た
の
が
重
刊
本
。
そ
の
後
、
後
孫
の
沈
陽
沫
、
沈
栄
沫
、
沈
升
鐸
、
沈
成
圭
、
沈
英
祖
の
五
人
が
、
世
系
、
年
譜
等
を

再
編
、
校
定
し
て
崇
禎
己
丑
二
八
八
九
〉
の
年
に
海
雲
亭
か
ら
活
字
で
印
行
し
た
の
が
三
刊
本
で
あ
り
、
本
書
で
あ
る
。

内
容
は
、
宋
時
烈
、
朴
世
釆
、
李
敏
ら
の
壬
成
二
六
八
二
〉
の
序
。
沈
陽
沫
、
沈
升
鐸
、
沈
成
圭
ら
の
山
田
市
禎
五
己
丑
二
八
八
九
〉

の
蹴
。
漁
村
先
生
の
世
系
図
、
年
譜
。
巻
一
、
詩
〈
叫
首
〉
o

巻
二
、
詩
〈
侃
〉
o

巻
三
、
（
日
〉
o

巻
四
、
詩
、
東
関
録
〈
m
m
〉
、
西
征
稿
〈
削
〉
0

巻
五
、
詩
、
北
征
稿
〈
山
〉
o

巻
六
、
詩
〈
お
〉
o

巻
七
、
詩
（
日
〉
o

巻
八
、
疏
〈
4
1
こ
こ
に
「
十
漸
疏
」
、
「
弘
丈
館
上
疏
」
等
が
収
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め
ら
れ
て
い
る
。
笥
子
〈
6
1
巻
九
、
丈
（
9
〉
、
歌
〈
2
）
、
賦
（
7
〉
、
頃
〈
1
1
銘
（
3
〉
、
記
〈
2
〉
、
序
〈
2
〉
、
論
〈
2
〉0

巻
十
、
詩
〈
「
帰
田
録
」
山
〉
。
巻
十
一
、
行
状
（
李
之
漉
撰
〉
。
巻
十
二
、
上
言
他
。
巻
十
三
、
附
録
、
誼
状
、
神
道
碑
銘
、
蹴
〈
五
代

孫
澄
〉
0

最
後
に
崇
禎
后
五
己
丑
の
後
孫
沈
陽
沫
、
沈
升
鐸
、
沈
成
圭
の
蹴
。

沈
彦
光
二
四
八
七
・
成
宗
十
八
年
｜
一
五
四
0
・
中
宗
三
十
五
年
〉

姓
は
沈
、
詳
名
は
彦
光
、
字
は
十
冊
、
号
は
漁
村
。
三
捗
の
人
。
以
下
李
之
漉
の
行
状
及
び
世
系
・
年
譜
に
も
と
づ
い
て
述
べ
る
。

鼻
祖
は
恭
懲
王
時
代
に
中
書
舎
人
と
な
っ
た
沈
漢
。
曽
祖
は
沈
忠
甫
。
祖
父
は
沈
丈
桂
。
父
の
沈
溶
は
司
馬
試
の
丈
科
に
合
格
し
、
承

議
郎
・
戸
曹
佐
郎
と
な
っ
た
官
僚
。
母
は
江
陵
の
金
子
欽
の
孫
、
金
普
淵
の
女
。

成
宗
の
十
八
年
三
月
三
日
に
生
ま
れ
た
。
幼
い
時
か
ら
異
質
あ
り
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
他
の
群
児
と
異
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
四
歳

の
時
、
書
を
読
む
こ
と
を
知
り
、
六
歳
の
時
に
は
詩
を
賦
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
聞
い
た
人
は
神
童
と
称
賛
し
た
。
九
歳
の
時
、
父

が
亡
く
な
り
、
家
が
貧
し
く
な
っ
た
の
で
五
台
山
寺
で
学
聞
に
励
ん
だ
と
い
う
。

辛
酉
の
年
二
五
O
ご
、
郷
試
を
受
験
し
て
魁
二
位
）
と
な
っ
た
。
時
に
十
五
歳
。
翌
年
、
江
陵
の
朴
承
緒
の
女
と
結
婚
し
た
が
、

僻
郷
に
生
れ
て
師
事
す
る
人
も
な
く
、
ど
う
し
て
聖
賢
の
域
に
進
ん
だ
ら
い
い
の
か
と
嘆
い
て
自
警
丈
を
著
わ
し
て
い
る
。

二
十
歳
の
時
、
中
宗
が
即
位
し
、
翌
年
の
了
卯
の
年
、
科
挙
の
試
験
を
受
け
、
進
士
一
等
第
四
に
挙
げ
ら
れ
、
発
酉
の
年
二
五
二
三

の
明
経
及
び
乙
科
第
五
に
合
格
し
た
。
そ
の
問
、
超
静
庵
（
光
祖
〉
を
道
峰
に
訪
ね
て
経
義
を
講
諭
し
た
り
も
し
て
い
る
。

科
挙
に
合
格
し
進
士
と
な
る
や
、
早
速
推
薦
さ
れ
て
芸
文
館
検
聞
を
授
け
ら
れ
官
界
に
踏
み
出
し
た
。
つ
い
で
奉
教
に
転
じ
た
が
、
中

宗
の
十
四
年
二
五
一
九
〉
の
冬
、
己
卯
の
士
禍
が
起
こ
り
、
超
光
祖
の
士
林
派
に
属
す
る
関
係
者
と
し
て
失
職
し
た
。
彦
光
は
、
師
事

し
た
超
光
祖
が
士
禍
の
犠
牲
と
な
っ
た
こ
と
に
対
し
、
「
問
犬
静
庵
趨
先
生
」
を
作
り
哀
悼
し
た
。

謂
は
ず
や
、
南
台
の
旧
紫
衣
、

牛
車
草
草
、
故
郷
に
帰
る
。

他
年
、
地
下
相
逢
ふ
の
日
、
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い

巳

ん

か

ん

説
ふ
莫
か
れ
、
人
間
万
事
非
な
り
と
。

後
、
復
職
し
て
礼
曹
佐
郎
を
拝
し
、
兵
曹
に
遷
り
、
つ
い
で
弘
丈
館
修
撰
よ
り
吏
曹
佐
郎
、
司
諌
院
正
言
と
中
央
の
官
職
を
歴
任
し
、

地
方
へ
出
て
江
原
道
の
都
事
と
な
っ
て
地
方
の
実
情
を
視
、
翌
中
宗
の
十
九
年
に
は
中
央
へ
一
民
さ
れ
、
司
憲
府
持
平
を
拝
し
、
ま
た
地
方

へ
出
て
忠
清
道
都
事
へ
、
ま
た
中
央
の
工
・
兵
・
吏
の
曹
正
郎
と
め
ま
ぐ
る
し
く
移
り
、
そ
し
て
地
方
で
問
題
の
起
き
た
鏡
城
の
判
官
と

な
っ
て
治
政
に
励
も
う
と
赴
く
が
、
忽
ち
の
う
ち
に
司
憲
府
掌
令
と
し
て
呼
び
戻
さ
れ
、
そ
し
て
弘
丈
館
校
理
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
弘

丈
館
上
疏
が
い
く
つ
か
成
さ
れ
た
の
が
本
集
巻
二
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
初
め
は
孝
悌
の
道
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

後
の
に
は
君
穂
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ど
、
中
宗
と
の
関
係
の
親
密
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
丙
戊
の
八
月
に
は
母
の
金
氏
が
亡
く
な
っ
た

の
で
、
喪
に
服
す
る
た
め
官
職
を
離
れ
た
。
時
に
彦
光
四
十
歳
、
哀
致
す
る
こ
と
父
の
死
の
時
と
同
様
で
、
喪
祭
は
丈
公
家
礼
に
従
っ
て

行
な
っ
た
。
喪
が
明
け
て
弘
丈
館
校
理
に
復
職
し
、
つ
い
で
司
憲
府
執
義
・
芸
丈
館
応
教
・
弘
丈
館
典
論
と
め
ま
ぐ
る
し
く
遷
る
中
で
、
「
十

漸
疏
」
と
い
う
厳
し
い
上
奏
丈
を
書
き
上
げ
時
弊
を
論
じ
た
。
こ
れ
は
政
治
上
の
中
枢
で
あ
る
台
閣
に
出
入
り
し
、
経
幅
に
侍
す
る
中
で

の
王
へ
の
諌
言
で
あ
る
。
そ
の
疏
〈
本
集
巻
八
所
収
〉
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
始
ま
る
。

お
も

「
縞
か
に
惟
ふ
に
、
人
主
、
執
か
治
安
を
喜
び
、
危
亡
を
悪
ま
、
ぎ
ら
ん
。
而
し
て
今
古
天
下
、
常
に
危
亡
の
相
継
ぐ
を
患
ふ
る
者
は
人

主
の
善
く
終
ふ
る
能
は
、
ざ
る
に
由
る
な
り
。
」
と
い
う
丈
で
あ
る
。
そ
し
て
国
を
治
め
る
始
め
は
、
操
存
省
察
の
功
や
側
身
修
行
を
実
で
も
っ

て
勉
め
励
ん
で
、
そ
こ
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
月
日
が
流
れ
、
久
し
く
な
る
中
で
偏
頗
の
私
や
邪
僻
の
念
が
起
き
て
、

身
危
く
国
亡
ぶ
よ
う
な
情
況
に
な
っ
て
く
る
。
殿
下
〈
中
宗
の
こ
と
〉
は
廃
政
の
余
を
承
け
、
中
興
の
盛
を
致
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
深

く
慎
重
に
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
十
か
条
に
わ
た
っ
て
諌
言
を
述
べ
た
も
の
。
ど
れ
も
「
殿
下
、
中
興
の
初
め
に
在
り
で
は
、
朝
を
廃

す
る
」
つ
ま
り
朝
廷
を
廃
れ
さ
せ
る
云
々
と
い
う
原
因
を
挙
げ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
「
克
く
終
ら
ざ
る
は
一
漸
な
り
」
と
い
う
丈
で
締

め
く
く
る
。
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
宮
廷
内
の
便
壁
や
権
臣
、
宮
廷
の
奪
修
や
不
用
の
土
木
事
業
、
無
駄
を
除
い
て
倹

約
、
質
素
で
ま
た
軍
事
費
か
ら
悪
徳
官
僚
、
仏
教
な
ど
の
異
教
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
れ
は
唐
の
太
宗
が
貞
観
の
治
を
成
す
に

当
っ
て
、
現
徴
の
意
見
を
採
り
入
れ
た
こ
と
を
範
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
「
殿
下
、
先
づ
一
心
を
正
し
て
よ
く
そ
の
終
り

を
慎
し
み
、
九
偲
の
功
を
一
聾
に
届
く
こ
と
な
か
ら
し
め
ば
、
宗
社
幸
甚
な
り
」
と
結
ん
で
い
る
。
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中
宗
の
二
十
五
年
二
五
三

O
）
、
彦
光
四
十
四
歳
、
特
に
吏
曹
参
議
を
拝
し
た
後
、
地
方
に
出
て
江
原
道
観
察
使
と
な
り
、
ま
た
中

央
に
一
民
っ
て
成
均
館
大
司
成
を
拝
し
た
が
、
こ
の
頃
、
貞
顕
王
后
が
莞
じ
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
己
卯
の
士
禍
に
よ
っ
て
囚
わ
れ
て
い
る
人

の
心
情
が
憂
え
む
す
ぼ
れ
て
い
る
の
を
思
う
に
つ
け
て
、
兄
の
彦
慶
と
彦
光
は
、
い
つ
も
何
と
か
し
て
釈
放
し
た
い
が
、
自
分
達
の
力
不

足
と
、
援
助
し
て
く
れ
る
人
の
居
な
い
の
を
残
念
に
思
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、
罪
に
よ
っ
て
流
さ
れ
て
い
た
金
安
老
が
、
息
子

の
妻
が
中
宗
の
棋
の
孝
恵
公
主
で
あ
る
と
い
う
関
係
か
ら
朝
廷
へ
一
民
っ
て
く
る
由
、
そ
し
て
そ
の
安
老
が
、
「
何
ぞ
以
て
士
類
を
調
停
せ

ぎ
る
」
〈
ど
う
し
て
士
禍
に
連
坐
し
た
人
に
つ
い
て
仲
直
り
を
さ
せ
な
い
の
か
〉
」
、
そ
し
て
安
老
が
沈
彦
光
兄
弟
の
考
え
に
同
調
し
て
い

る
こ
と
を
察
無
択
に
朝
廷
で
言
わ
せ
た
。
彦
光
兄
弟
は
安
老
の
言
を
信
じ
込
ん
で
し
ま
う
。
司
諌
の
朴
紹
や
典
翰
の
趨
宗
敬
ら
が
用
う
べ

か
ら
ず
と
反
対
し
た
の
も
む
な
し
く
、
安
老
は
朝
廷
に
返
り
咲
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
安
老
は
孝
恵
公
主
の
外
戚
と
し
て
権
力
を
掌
握

し
て
許
坑
や
察
無
択
と
謹
獄
を
起
こ
し
、
陳
字
、
張
玉
ら
を
朝
廷
を
謹
詩
し
た
と
し
て
投
獄
し
、
其
の
他
知
名
の
士
も
連
坐
し
て
捕
え
ら

れ
た
人
は
多
か
っ
た
。
彦
光
は
理
官
〈
裁
判
官
〉
と
な
っ
て
安
老
と
争
っ
て
、
「
此
の
輩
、
皆
士
類
な
り
。
何
の
死
罪
か
有
ら
ん
。
其
の
中
、

張
玉
は
詩
酒
の
士
な
り
。
尤
も
殺
す
べ
き
の
罪
な
し
」
と
言
っ
て
、
沸
泣
し
て
救
お
う
と
努
力
し
、
皆
赦
さ
れ
た
が
、
陳
宇
だ
け
は
力
及

ば
ず
死
か
ら
救
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
安
老
が
い
か
に
残
酷
な
好
臣
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
慨
悔
す
る
も
及
ば
な
か
っ
た
。

安
老
は
配
下
の
金
謹
思
を
そ
そ
の
か
し
て
既
に
決
済
し
て
い
る
己
卯
の
関
係
者
を
再
び
収
監
し
て
先
に
決
ま
っ
て
い
る
の
を
覆
し
て

も
っ
と
厳
し
く
し
よ
う
と
す
る
の
に
、
彦
光
は
反
対
す
る
中
で
、
安
老
の
好
術
に
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
惇
然
と
し
て
憤
悔
し
て
「
私

ベ
キ

の
死
後
、
帳
冒
を
厚
く
し
て
〈
見
え
な
い
よ
う
に
し
て
〉
あ
の
世
で
も
会
い
た
く
な
い
奴
だ
」
と
言
っ
た
の
を
安
老
が
聞
い
て
、
彦
光
を

危
険
な
地
で
あ
る
平
安
道
警
辺
使
に
左
遷
し
た
。

中
宗
の
三
十
二
年
十
月
二
十
四
日
、
大
司
憲
の
梁
淵
ら
が
諌
院
の
人
と
と
も
に
左
相
の
金
安
老
の
悪
事
を
論
じ
、
絶
島
（
絶
海
の
孤
島
〉

に
遠
寵
す
る
こ
と
に
な
り
左
遷
が
決
ま
り
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
二
十
六
日
に
は
死
を
賜
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彦
光
は
召
さ
れ
て
工
曹
判

書
と
な
り
、
つ
い
で
議
政
府
左
参
賛
に
陸
っ
た
が
、
翌
三
十
三
年
、
以
前
金
安
老
を
朝
廷
に
復
帰
さ
せ
る
の
に
加
担
し
て
朝
廷
を
乱
し
た

罪
を
問
わ
れ
て
官
職
を
奪
わ
れ
田
里
に
引
退
し
た
。
そ
こ
に
望
西
亭
を
作
っ
た
と
い
う
の
は
、
ま
だ
宮
廷
を
恋
う
気
持
が
あ
っ
た
か
ら
だ

ろ
う
か
。
ま
た
独
楽
亭
清
諦
堂
を
作
っ
た
の
は
そ
の
当
時
の
気
持
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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中
宗
の
三
十
五
年
九
月
六
日
に
鏡
湖
の
別
荘
で
亡
く
な
っ
た
。
享
年
五
十
四
歳
。
十
二
月
に
甑
山
向
巳
原
に
葬
っ
た
。

妻
の
朴
氏
は
彦
光
に
七
年
先
に
没
し
た
。
一
男
雲
が
あ
る
。

制
『
白
益
金
先
生
文
集
』
金
結
撰

本
集
は
、
白
蓄
金
総
の
詩
文
集
で
、
二
巻
一
冊
、
全
日
了
。

底
本
は
ソ
ウ
ル
大
学
杢
章
閤
蔵
本
。

本
集
は
、
己
卯
の
士
禍
で
犠
牲
と
な
っ
た
名
賢
の
一
入
金
白
蓮
先
生
の
著
書
で
あ
る
が
、
士
禍
の
影
響
や
そ
の
後
の
兵
火
な
ど
の
た
め
、

先
生
没
後
百
余
年
経
つ
で
も
、
そ
の
出
版
が
さ
れ
ず
埋
没
し
て
い
た
の
を
、
著
者
金
総
の
外
曽
孫
の
安
夢
ヰ
ア
が
輯
侠
・
編
次
し
た
も
の
に
、

夢
ヰ
ア
の
子
安
応
昌
が
年
譜
・
墓
誌
壮
一
寸
を
仁
祖
の
十
四
年
二
六
三
六
〉
に
編
し
て
、
弘
丈
館
提
学
鄭
斗
卿
の
序
文
を
付
し
て
己
亥
の
年
〈
孝

宗
の
十
年
・
一
六
五
九
〉
に
義
城
で
木
板
で
刊
行
し
た
の
が
初
刊
本
で
あ
る
。

内
容
は
、
序
〈
己
亥
〉
鄭
斗
卿
。
己
亥
は
孝
宗
の
十
年
二
六
五
九
三
目
録
に
つ
い
で
本
丈
。

巻
一
、
詩
。
五
言
絶
句
〈
汀
首
〉
、
七
言
絶
句
〈
お
〉
、
五
言
四
韻
（
日
〉
、
七
言
四
韻
〈
比
三
七
言
短
律
〈
1
1
五
言
長
篇
〈
2
〉0

巻
二
、
賦
〈
3
〉
、
表
（
1
1
頃
（
1
）
、
策
〈
2
）
、
疏
〈
1
1
丈
〈
1
1
田
明
記
（
1
1
捜
討
録
〈
1
1
書
臆
（
5
）
、
別
曲
〈
1
1

短
歌
。
〈
附
録
〉
流
寵
、
題
目
庵
誌
帖
（
ヰ
ア
根
寿
〉
、
墓
碑
銘
〈
庚
辰
・
一
六
四
一
、
金
世
漉
〉
、
白
庵
金
先
生
墓
誌
（
了
丑
・
一
六
三
七
、
安
応

日
日
〉
、
序
〈
丙
子
・
一
六
三
六
、
安
応
昌
〉
0

金
総
二
四
八
八
・
成
宗
十
九
年
｜
一
五
三
四
・
中
宗
二
十
九
年
〉

姓
は
金
、
詳
名
は
紙
、
字
は
大
柔
。
光
州
の
人
。
自
ら
自
庵
と
号
す
。
晩
年
、
南
海
に
請
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
栗
谷
病
曳
と
も
号
し
た
。

高
祖
の
金
遡
は
成
均
館
司
成
。
曽
祖
の
金
札
蒙
は
礼
曹
判
書
。
祖
父
の
金
性
源
は
成
均
館
司
芸
。
そ
し
て
父
の
金
季
丈
は
大
興
県
監
。

母
は
李
氏
。
弘
治
元
年
戊
申
即
ち
成
宗
の
十
九
年
、
九
月
二
十
八
日
に
生
ま
れ
た
。
幼
い
時
か
ら
天
分
絶
高
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
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証
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
一
つ
あ
げ
る
と
、
六
歳
の
時
、
「
柘
棺
の
詩
」
と
い
う
の
を
作
っ
た
と
い
う
。
〈
本
集
巻
一
所
収
〉
ぎ
く
ろ
の
紅

い
粒
が
、
熟
し
て
い
る
割
け
日
か
ら
見
え
る
の
を
次
の
よ
う
に
詠
じ
て
い
る
。

宝
を
愛
し
て
身
を
愛
さ
ず
、

笑
ふ
に
堪
ふ
買
胡
の
愚
。

如
何
ぞ
自
ら
愛
、
せ
ざ
る
、

身
を
剖
き
て
明
珠
を
蔵
す
。

こ
れ
は
『
資
治
通
鑑
』
の
太
宗
の
貞
観
元
年
に
あ
る
「
西
域
の
買
胡
、
美
珠
を
得
れ
ば
身
を
剖
き
て
こ
れ
を
蔵
す
」
と
い
う
言
葉
を
ふ
ま

え
た
も
の
だ
が
、
六
歳
の
少
年
の
作
だ
ろ
う
か
と
驚
か
さ
れ
る
も
の
。
つ
い
で
に
言
、
っ
と
八
歳
の
時
に
「
鳥
鵠
橋
」
と
い
う
の
を
作
っ
た

の
が
本
書
巻
一
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

「
自
庵
紀
年
録
」
に
は
、
天
質
凄
然
、
己
に
成
人
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
冬
、
頭
癒
が
あ
り
、
髪
を
勇
っ
た
た
め
、
公
を
可
愛
そ
う
に
思
っ

た
人
が
、
紹
の
皮
で
耳
を
掩
う
も
の
を
贈
っ
た
と
こ
ろ
、
謝
辞
し
て
日
く
、
「
他
人
の
物
、
虚
し
く
受
く
べ
か
ら
ず
」
と
。
つ
い
に
受
け

と
ら
な
か
っ
た
の
で
、
人
々
は
こ
れ
を
異
と
し
た
と
載
せ
て
い
る
。

十
六
歳
の
時
、
「
長
楽
宮
記
」
と
い
う
も
の
で
、
漢
城
の
試
験
に
一
位
と
な
っ
た
。
中
宗
の
二
年
、
九
月
七
日
、
司
馬
試
に
中
た
り
、

一
位
で
合
格
、
二
十
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
「
過
秦
賦
」
を
作
っ
た
が
、
試
験
官
は
、
韓
退
之
が
作
り
、
王
義
之
が
書
し
た
よ
う
だ
と

賞
賛
を
も
っ
て
評
し
て
い
る
。
そ
し
て
二
十
六
歳
の
時
、
丈
科
に
及
第
し
た
際
、
「
擬
唐
課
徴
請
行
仁
義
表
」
〈
殿
試
の
答
案
、
前
の
賦
と

と
も
に
本
集
巻
二
所
収
〉
を
も
の
し
て
い
る
。
早
速
四
月
二
日
承
丈
院
副
正
字
を
拝
し
、
七
月
八
日
に
弘
丈
館
正
字
兼
春
秋
官
記
事
官
に

な
り
官
界
へ
踏
み
出
し
た
。
以
後
、
弘
丈
館
著
作
、
そ
し
て
弘
丈
博
士
、
同
副
修
撰
か
ら
修
撰
、
そ
し
て
吏
曹
佐
郎
へ
移
る
。
以
後
、
順

調
に
弘
丈
館
や
承
丈
院
の
官
職
を
累
進
し
、
十
二
年
に
は
司
諌
院
へ
入
っ
て
い
く
。
時
に
三
十
歳
。
翌
年
、
工
曹
正
郎
か
ら
吏
曹
正
郎
へ
、

ま
た
弘
丈
館
応
教
か
ら
芸
丈
館
応
教
他
め
ま
ぐ
る
し
く
官
職
を
移
り
、
そ
し
て
司
諌
院
司
諌
兼
成
均
館
司
成
。
国
王
へ
諌
言
す
る
立
場
や

大
学
（
成
均
館
〉
の
副
学
長
な
ど
中
央
の
重
職
を
拝
し
、
十
四
年
に
は
承
成
院
の
副
承
旨
か
ら
右
承
旨
、
そ
し
て
左
承
旨
や
経
韮
参
賛
官

等
へ
。
と
こ
ろ
が
十
一
月
十
五
日
、
近
衛
〈
秘
密
〉
警
察
で
あ
る
金
吾
に
捕
え
ら
れ
牢
に
繋
が
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
年
が
己
卯
の
年
で
あ
っ

-133一



た
の
で
己
卯
の
士
禍
と
い
う
も
の
で
、
中
宗
の
政
治
の
中
枢
を
占
め
て
い
た
趨
光
祖
を
中
心
と
し
た
士
林
派
グ
ル
ー
プ
が
、
南
衰
・
沈
貞

ら
勲
旧
派
か
ら
追
わ
れ
た
政
変
で
あ
る
。
宰
相
の
鄭
光
弼
ら
が
救
済
し
よ
う
と
努
力
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
南
海
の
絶
島
へ
庇
流
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。

以
後
、
中
宗
の
二
十
六
年
ま
で
の
十
二
年
間
、
南
海
の
絶
島
暮
し
を
し
て
い
た
が
、
こ
の
年
、
恩
赦
に
よ
り
量
移
（
遠
島
か
ら
近
く
へ

移
動
〉
さ
れ
て
臨
壌
に
移
っ
た
が
、
中
宗
の
二
十
八
年
に
赦
免
さ
れ
る
ま
で
は
罪
人
の
生
活
で
あ
っ
た
。
諦
所
で
は
「
詩
・
酒
・
琴
・
歌

を
廃
せ
ず
、
危
倶
の
色
無
く
、
死
生
窮
達
に
よ
っ
て
欣
戚
を
為
さ
ず
、
そ
の
生
活
態
度
は
大
い
に
見
る
べ
し
」
と
あ
る
が
、
こ
の
諦
所
で

の
約
十
四
年
の
中
で
、
父
が
二
十
一
年
〈
七
年
前
三
母
が
二
十
三
年
〈
五
年
前
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
に
、
葬
儀
も
出
来
ず
、
喪
に

服
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
不
孝
の
中
に
在
っ
た
こ
と
が
、
い
か
に
厳
し
く
自
ら
を
責
め
立
て
た
か
想
像
に
余
り
あ
る
も
の
が
あ
る
。
時
に

白
庵
四
十
六
歳
。

二
十
八
年
、
赦
さ
れ
る
や
早
速
故
郷
の
礼
山
に
帰
り
、
宗
敬
里
の
父
母
の
墓
所
で
父
母
へ
の
不
孝
を
詑
び
る
が
、
精
神
的
苦
悩
が
身
体

に
も
及
ん
で
い
た
た
め
か
落
馬
し
て
大
き
な
傷
を
負
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
病
気
が
ち
と
な
り
、
翌
二
十
九
年
の
十
一
月
十
六
日

亡
く
な
っ
た
。
享
年
四
十
七
歳
。

礼
山
宗
敬
里
の
先
祖
の
側
に
葬
ら
れ
た
。

妻
の
金
氏
と
の
聞
に
二
男
一
女
が
あ
り
、
長
男
の
銘
は
早
逝
し
、
二
男
の
釣
は
進
士
に
及
第
し
、
そ
の
子
に
組
、
斡
の
二
男
と
一
女
が

あ
っ
た
。
一
女
（
自
蓄
の
娘
〉
は
李
思
航
に
嫁
し
た
。

死
後
五
十
七
年
、
官
一
祖
の
世
に
な
っ
て
南
衰
・
沈
貞
ら
の
悪
が
暴
か
れ
、
己
卯
の
士
禍
の
犠
牲
者
の
名
誉
が
回
復
さ
れ
た
。

川
『
花
湾
先
生
文
集
」
徐
敬
徳
撰

本
集
は
、
花
置
徐
敬
徳
先
生
の
詩
文
集
で
、
四
巻
二
冊
、

底
本
は
韓
国
精
神
丈
化
研
究
院
蔵
本
。

山
了
。
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本
集
は
門
人
の
許
嘩
・
朴
民
献
等
が
家
蔵
の
草
稿
を
も
と
に
編
次
し
、
ヰ
ア
孝
先
の
蹴
丈
（
万
暦
辛
丑
・
一
六
O
ご
を
付
し
、
官
一
祖
年

聞
に
木
板
で
刊
行
し
た
の
が
初
刊
本
。
そ
の
後
兵
火
で
失
わ
れ
た
の
を
、
官
一
祖
の
三
十
八
年
二
六
O
五
〉
県
監
の
洪
審
が
神
道
碑
銘
を

初
刊
本
に
附
し
て
木
板
で
刊
行
し
た
の
が
重
刊
本
。
こ
れ
を
金
用
謙
が
分
類
再
編
し
、
元
仁
孫
の
序
を
付
し
、
附
録
を
増
補
し
て
英
祖
の

四
十
六
年
二
七
七
O
〉
に
花
谷
書
院
で
刊
行
し
た
の
が
三
刊
本
。
こ
れ
を
趨
有
善
ら
が
増
補
し
、
再
編
し
て
予
塾
の
序
を
付
し
て
丙
午

（
正
祖
の
十
年
・
一
七
八
O
〉
に
花
谷
書
院
で
刊
行
し
た
の
が
四
刊
本
で
あ
る
。

内
容
は
、
重
刊
花
揮
先
生
集
序
。
庚
寅
二
七
七
O
〉
英
祖
の
四
十
六
年
、
元
仁
孫
。
花
酒
先
生
丈
集
重
刊
序
、
丙
午
二
七
八
六
〉

正
祖
の
十
年
、
ヰ
ア
塾
〈
号
坂
山
〉
叙
。
目
録
。

巻
一
、
賦
〈
1
1
詩
（
町
首
〉
0

巻
二
、
疏
〈
2
）
、
書
（
4
1
雑
著
〈
日
篇
〉
、
こ
こ
に
「
原
理
気
」
、
「
理
気
説
」
、
「
太
極
説
」
、
「
鬼
神
論
」
壮
一
寸
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

序
〈
1
1
銘
〈
2
1

巻
三
、
附
録
一
、
年
譜
。
神
道
碑
銘
〈
朴
民
献
〉
、
遺
事
。

巻
四
、
附
録
二
、
祭
丈
他
後
の
人
の
花
濁
に
対
す
る
詩
文
、
最
後
に
門
人
録
〈
但
名
〉
0

丈
集
蹴
、
万
暦
辛
丑
二
六
O
ご
ヰ
ア
孝
先
。
重
刊
蹴
、
万
暦
三
十
三
二
六
O
五
〉
洪
需
。
重
刊
蹴
、
英
祖
の
二
十
八
年
壬
申
二
七

五
二
〉
金
用
謙
。
重
刊
蹴
、
ヰ
ア
得
観
。
重
刊
蹴
、
庚
寅
二
七
七
O
〉
察
緯
夏
。

徐
敬
徳
〈
成
宗
二
十
年
・
一
四
八
九
明
宗
一
年
・
一
五
四
六
〉

姓
は
徐
、
詳
名
は
敬
徳
、
字
は
可
久
、
自
ら
復
斎
ま
た
花
濁
と
号
す
。
唐
城
の
人
。

曽
祖
は
徐
得
富
。
祖
父
徐
順
卿
は
副
司
勇
。
父
徐
好
蕃
は
修
義
副
尉
。
母
は
韓
氏
。

敬
徳
の
幼
い
頃
は
家
は
貧
し
く
、
父
は
下
級
官
吏
だ
っ
た
が
、
他
人
の
田
を
耕
し
て
暮
す
よ
う
な
生
活
。
そ
の
父
は
、
穀
物
を
分
け
る

の
に
非
常
に
公
正
で
あ
っ
た
の
で
、
地
主
は
父
を
信
用
し
て
委
せ
て
い
た
と
い
う
。

成
宗
の
二
十
年
二
月
十
七
日
、
松
京
の
禾
井
里
で
生
ま
れ
た
。
そ
の
時
、
母
は
孔
子
廟
に
入
る
夢
を
見
た
と
い
う
。
敬
徳
は
幼
い
時
か

ら
聡
明
で
英
果
〈
決
断
力
〉
が
あ
り
、
剛
毅
正
直
で
あ
っ
た
。
十
四
歳
の
時
、
松
京
で
書
〈
童
日
経
〉
を
講
義
す
る
人
が
居
る
と
い
う
の
で
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敬
穂
は
そ
の
先
生
に
従
っ
て
『
尚
書
』
の
講
義
を
受
け
た
が
、
三
百
日
も
経
つ
の
に
一
向
に
教
え
て
く
れ
な
い
の
で
そ
の
こ
と
を
聞
く
と
、

「
こ
れ
は
世
を
挙
げ
て
暁
る
者
鮮
し
〈
こ
の
書
は
こ
の
世
の
中
で
理
解
で
き
る
人
は
殆
ど
い
な
い
こ
と
答
え
た
の
で
、
こ
れ
は
怪
し
い
と

思
っ
て
、
師
の
も
と
か
ら
家
に
帰
っ
て
精
思
す
る
こ
と
十
五
日
。
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
か
ら
、
童
日
を
理
解
す
る
に
は
精

思
す
る
こ
と
で
成
就
す
る
こ
と
を
知
っ
た
と
あ
る
。

中
宗
の
元
年
、
敬
徳
十
八
歳
の
時
、
『
大
学
』
を
読
ん
で
「
知
を
致
す
は
格
物
に
在
る
」
こ
と
を
知
り
、
学
聞
を
す
る
に
は
先
ず
格
物
（
物

い
私～

に
格
る
〉
を
し
な
く
て
は
、
い
く
ら
書
を
読
ん
で
も
何
の
役
に
立
と
う
か
と
言
い
、
そ
こ
で
天
地
万
物
の
名
を
書
い
て
壁
に
貼
っ
て
、
日
々

「
窮
格
〈
き
わ
め
い
た
る
ご
こ
と
か
ら
始
め
た
。
十
九
歳
で
泰
安
の
李
氏
と
結
婚
。
宣
教
郎
李
継
従
の
娘
で
あ
る
。

中
宗
の
四
年
、
三
室
に
正
坐
し
て
厳
し
い
思
索
を
続
け
る
。
食
事
に
際
し
で
も
其
の
味
が
分
ら
ぬ
ほ
ど
。
そ
し
て
何
日
間
も
の
問
、
眠

ら
な
い
で
思
索
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
三
年
、
そ
の
結
果
、
遂
に
病
気
に
な
り
思
索
を
続
け
よ
う
に
も
続
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
な
る
。
そ
れ

か
ら
ま
た
三
年
経
つ
中
で
病
気
の
方
は
少
し
ず
つ
快
復
し
、
こ
の
前
後
六
年
の
修
養
に
よ
っ
て
「
物
と
し
て
格
ら
、
ざ
る
無
く
〈
あ
ら
ゆ
る

物
の
道
理
を
理
解
す
る
こ
と
い
う
よ
う
に
、
理
の
本
原
に
通
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
二
十
四
、
五
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

し
て
か
ら
四
書
・
六
経
・
性
理
大
全
等
の
書
を
読
む
時
、
以
前
読
ん
だ
時
よ
り
も
い
よ
い
よ
理
解
が
深
ま
っ
た
こ
と
を
、
「
吾
、
未
だ
理

解
せ
、
ざ
る
者
、
書
を
読
め
ば
省
悟
す
る
も
の
多
し
。
其
の
聞
の
微
詞
・
奥
義
、
先
儒
の
所
謂
道
を
知
る
者
に
非
、
ざ
れ
ば
、
執
か
能
く
こ
れ

ら
の
処
を
知
ら
ん
と
、
我
多
く
の
工
夫
を
費
さ
ず
し
て
暁
解
す
る
者
有
り
」
と
言
い
、
ま
た
「
若
し
危
坐
〈
正
坐
）
、
せ
ざ
れ
ば
思
慮
一
な

ら
ず
。
思
慮
一
な
ら
ぎ
れ
ば
窮
格
す
る
能
は
ず
」
と
述
べ
て
、
あ
の
苦
し
い
思
索
の
結
果
が
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
敬

徳
ま
だ
三
十
に
な
ら
な
い
時
の
こ
と
で
、
こ
れ
が
世
評
と
な
っ
て
近
隣
の
人
に
教
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
教
化
が
隣
里
の
人
々
に
ま
で

及
ぶ
ょ
、
つ
に
な
っ
た
。

中
宗
の
十
四
年
〈
己
卯
・
一
五
九
ご
、
朝
廷
は
薦
挙
科
〈
賢
良
科
）
を
設
け
て
、
科
挙
の
試
験
に
よ
ら
ず
、
国
民
〈
郷
村
〉
か
ら
の

推
薦
に
よ
る
人
材
登
用
制
度
を
施
行
し
た
。
そ
の
結
果
百
二
十
人
も
の
人
が
推
さ
れ
た
中
で
、
敬
穂
は
そ
の
第
一
位
と
な
っ
た
が
、
辞
退

し
て
官
職
に
は
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
二
十
六
年
、
母
の
命
に
よ
っ
て
科
挙
の
試
験
に
赴
き
、
司
馬
試
に
合
格
し
た
も
の
の
、
そ
の

後
の
試
験
を
途
中
で
罷
め
て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
敬
徳
に
と
っ
て
官
界
は
喜
ば
し
い
世
界
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
故
郷
で
学
問
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に
精
進
し
、
ま
た
教
育
へ
も
力
を
入
れ
て
い
く
。
五
十
二
歳
の
時
、
大
提
学
の
金
安
国
公
か
ら
朝
廷
へ
推
薦
さ
れ
て
厚
陵
参
奉
に
除
、
せ
ら

れ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
辞
退
し
て
赴
か
な
か
っ
た
。

敬
徳
の
学
問
は
、
周
瀧
渓
や
張
横
渠
の
思
想
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
深
め
る
こ
と
で
理
気
二
冗
論
に
向
か
っ
て
い
て
、
そ
れ
は

朱
子
の
理
気
二
元
論
と
異
な
る
た
め
、
李
退
渓
は
儒
学
の
正
脈
に
非
ず
と
考
え
て
い
る
。

敬
徳
は
病
が
ち
で
あ
っ
た
た
め
、
俗
界
の
中
で
生
き
る
こ
と
よ
り
故
郷
の
自
然
の
中
で
思
索
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
こ
と
は
、
宋
の
部
康

節
を
好
み
、
彼
の
『
伊
川
撃
壌
集
』
に
描
か
れ
た
世
界
に
生
き
て
い
た
。
そ
し
て
部
康
節
の
『
皇
極
経
世
書
』
の
世
界
を
解
釈
し
て
「
皇

極
経
世
数
解
」
を
著
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
長
く
病
に
臥
し
て
い
る
中
で
、
「
聖
賢
の
言
、
己
に
先
儒
の
註
釈
を
経
る
者
、
必
ず
し
も
畳

す
み

床
の
語
を
更
め
ず
。
其
の
未
だ
説
き
破
ら
、
ざ
る
者
、
こ
れ
が
為
め
に
書
を
著
は
さ
ん
と
欲
す
。
〈
し
か
る
に
〉
今
、
病
丞
や
か
な
る
こ
と

是
く
の
如
し
。
伝
ふ
る
こ
と
無
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
言
っ
て
、
そ
こ
で
「
原
理
気
」
・
「
理
気
」
・
「
太
虚
節
」
・
「
鬼
神
死
生
論
」
等
の
四
篇

〈
本
集
巻
二
所
収
〉
を
草
し
て
自
ら
の
思
想
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
丈
に
つ
い
て
は
、
「
門
人
録
」
〈
同
巻
四
〉
の
許
嘩
の
条
に
「
先

生
疾
革
ま
り
、
原
理
気
等
四
篇
を
口
占
し
て
以
て
こ
れ
を
遺
す
」
と
あ
る
よ
う
に
口
述
筆
記
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。

明
王
の
元
年
七
月
七
日
、
敬
徳
は
花
濁
の
書
斎
で
易
聾
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
日
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
昨
年
の
冬
以
来

あ

ら

た

ま

よ

し

ゆ

っ

ず
っ
と
床
樗
に
在
っ
た
が
、
こ
の
日
〈
七
月
七
日
〉
、
病
革
り
し
と
き
、
侍
者
を
し
て
直
上
〈
花
濁
の
ほ
と
り
〉
に
界
出
〈
か
ご
に
乗
せ

て
担
、
ぎ
出
〉
し
て
、
操
浴
し
て
還
り
、
食
頃
〈
し
ば
ら
く
〉
し
て
乃
ち
卒
す
。
臨
終
に
一
門
生
が
、
「
先
生
、
今
日
の
意
思
何
如
〈
ど
の

よ
う
に
お
考
え
で
す
か
ご
と
言
、
っ
と
、
先
生
日
く
、
「
死
生
の
理
、
こ
れ
を
知
る
こ
と
己
に
久
し
。
意
思
安
ん
ず
」
と
。
享
年
五
十
八
歳
。

八
月
に
花
湾
の
後
岡
に
葬
っ
た
。

妻
の
李
氏
と
の
聞
に
一
男
一
女
が
あ
り
、
男
の
応
棋
は
掌
隷
司
議
、

あ
る
。

一
女
は
士
人
柳
景
湛
に
嫁
し
た
。
側
室
に
応
鳳
・
応
亀
の
二
男
が

徐
敬
徳
は
一
生
を
布
衣
と
し
て
野
人
で
終
っ
た
が
、
そ
の
門
下
か
ら
は
領
議
政
〈
総
理
大
臣
〉
と
な
っ
た
朴
淳
、
慶
尚
道
観
察
使
と
な

り
師
の
丈
集
を
編
し
た
許
嘩
、
成
鏡
道
観
察
使
で
編
者
の
朴
民
献
な
ど
政
界
で
活
躍
し
た
人
も
多
く
、
没
後
二
十
八
年
の
宣
祖
の
七
年
に

は
崇
禄
大
夫
｜
春
秋
館
事
が
贈
ら
れ
、
ま
た
誼
に
丈
康
を
賜
わ
っ
た
。
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明
『
晦
斎
先
生
集
』
杢
彦
姐
撰

本
集
は
、
晦
斎
杢
彦
姐
の
詩
文
集
で
、
十
三
巻
五
冊
、
全
都
了
。

底
本
は
ソ
ウ
ル
大
学
杢
章
閤
蔵
本
。

本
集
は
著
者
の
子
の
李
全
仁
が
家
蔵
の
草
稿
を
も
と
に
蒐
集
し
た
原
集
に
、
李
退
渓
が
行
状
を
付
し
て
校
訂
し
た
定
稿
本
は
四
映
の
板

本
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
を
著
者
の
孫
の
李
没
が
、
観
察
使
の
慮
槙
と
府
予
の
李
斎
闘
の
協
力
の
も
と
に
慮
守
慎
の
序
を
付
し
て
甲
戊

の
年
二
五
七
四
〉
に
慶
州
で
刊
行
し
た
の
が
重
刊
本
で
あ
る
。
そ
の
後
、
拾
遺
や
別
集
な
ど
を
付
し
て
玉
山
書
院
か
ら
刊
行
し
た
の
が

三
刊
本
、
そ
れ
を
崇
禎
四
年
二
六
三
ご
年
、
玉
山
書
院
で
刊
行
し
た
の
が
四
刊
本
で
あ
り
、
底
本
で
あ
る
。

内
容
は
、
序
、
万
暦
甲
成
三
年
・
一
五
七
四
〉
慮
守
慎
蹴
、
甲
成
、
柳
希
春
及
び
許
嘩
。

巻
一
、
古
今
詩
〈

ω〉o
巻
二
、
律
詩
・
絶
句
〈
見
〉
o

巻
三
、
律
詩
・
絶
句
（
お
〉
o

巻
四
、
西
遷
録
（
訂
〉
o

こ
れ
は
江
界
へ
庇
請
さ

れ
た
処
で
の
詩
。
拾
遺
、
五
言
律
詩
〈
5
1
七
言
律
詩
〈
7
1
七
言
絶
句
〈
4
1
五
言
排
律
〈
1
〉o
巻
五
、
賦
〈
3
〉
、
雑
著
〈
7
〉0

巻
六
、
蔵
〈
7
〉
、
銘
〈
1
1
祭
丈
〈
5
〉
、
行
状
〈
1
〉
こ
れ
が
仁
宗
大
王
行
状
。
碑
名
〈
3
〉o
巻
七
、
疏
〈
1
〉
一
綱
十
日
疏
。
巻

八
、
疏
〈
1
）
。
巻
九
、
遺
（
2
〉
状
・
笥
（
7
〉
。
巻
十
、
状
・
笥
〈
6
〉
。
巻
十
一
、
拾
遺
。
序
〈
4
〉
、
伝
〈
1
1
祭
文
〈
4
〉
、
碑

銘
・
墓
碕
〈
4
〉
。
巻
十
二
、
疏
〈
1
〉
弘
丈
館
上
疏
。
巻
十
三
、
拾
遺
。
状
〈
8
1
笥
〈
5
1
啓
〈
2
〉0

蹴
、
万
暦
甲
戊
三
年
・
一
五
七
四
）
柳
希
春
の
蹴
、
甲
成
の
許
嘩
の
蹴
。
世
系
図
。
晦
斎
年
譜
。
年
譜
後
序
、
慮
守
慎
。

附
録
、
晦
斎
先
生
行
状
〈
李
混
、
嘉
靖
丙
寅
・
一
五
六
六
三
神
道
碑
銘
井
序
〈
奇
大
升
〉
、
墓
誌
〈
李
恒
福
〉
、
玉
山
書
院
記
〈
万
暦

甲
戊
、
許
嘩
）
、
江
界
府
嗣
廟
記
（
朴
承
任
〉
、
柳
成
龍
の
疏
後
。

杢
彦
姐
二
四
九
一
・
成
宗
二
十
二
年
｜
一
五
五
三
・
明
宗
八
年
〉

姓
は
李
氏
、
詳
名
は
彦
姐
、
初
名
は
姐
で
あ
っ
た
が
、
中
宗
の
命
に
よ
り
彦
の
字
を
加
え
て
彦
姐
と
な
っ
た
。
字
は
復
古
、
自
ら
晦
斎

と
号
す
。
ま
た
紫
渓
翁
と
も
号
し
た
。
騒
州
の
人
。

高
祖
の
李
権
は
副
司
直
。
曽
祖
の
李
崇
礼
は
贈
兵
曹
参
／
判
。
祖
父
の
李
寿
会
は
訓
錬
院
参
軍
。
父
の
李
蕃
は
成
均
生
員
で
、
死
後
、
議

政
府
左
賛
成
を
贈
ら
れ
た
。
母
は
鶏
川
君
孫
昭
の
女
。
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彦
姐
は
弘
治
辛
亥
、
即
ち
成
宗
の
二
十
二
年
二
四
九
ご
十
一
月
二
十
五
日
に
慶
州
府
良
佐
村
の
第
で
生
ま
れ
た
。
九
歳
の
時
、
父

が
亡
く
な
っ
た
。
十
二
歳
、
服
喪
が
あ
け
て
母
方
の
孫
仲
敢
に
つ
い
て
学
問
に
励
ん
だ
。
十
八
歳
の
年
、
朴
氏
と
結
婚
し
た
。
英
国
の
年

二
五
二
三
の
生
員
の
試
験
に
挙
げ
ら
れ
、
翌
年
、
別
挙
に
登
第
〈
合
格
〉
し
た
。
彦
姐
二
十
四
歳
で
あ
る
。
早
速
権
知
校
書
館
副
正

字
に
任
官
し
、
官
界
に
踏
み
出
し
た
。
翌
年
正
字
に
陸
り
、
戊
寅
二
五
一
八
〉
に
著
作
参
軍
と
な
っ
た
が
、
こ
の
年
の
冬
、
祖
父
が
亡

く
な
っ
た
の
で
喪
に
服
し
、
喪
が
明
け
て
辛
巳
の
年
に
は
弘
丈
館
博
士
を
授
け
ら
れ
、
中
宗
か
ら
名
の
姐
に
彦
の
字
を
加
え
る
よ
、
之
叩
ぜ

ら
れ
、
こ
の
時
か
ら
彦
姐
と
称
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
明
け
て
中
宗
の
十
七
年
、
世
子
（
皇
太
子
〉
の
教
育
係
で
あ
る
侍
講
院
説
書

と
な
っ
た
。
中
宗
の
信
頼
と
期
待
が
想
像
さ
れ
る
。
翌
年
に
は
成
均
館
典
籍
と
な
り
、
宮
廷
の
大
学
に
関
係
。
以
後
兵
曹
佐
郎
・
吏
曹
佐

郎
と
順
調
に
累
進
し
て
い
く
が
、
地
方
に
出
る
こ
と
を
願
い
出
て
仁
岡
県
の
県
監
と
な
っ
て
経
験
を
積
む
。

二
年
後
の
中
宗
の
二
十
一
年
、
司
憲
府
持
平
に
召
還
さ
れ
、
ま
た
元
の
職
に
一
民
さ
れ
た
り
し
て
目
ま
ぐ
る
し
く
中
央
の
官
職
を
渡
り
歩

く
が
、
そ
の
中
心
は
侍
講
院
や
司
憲
府
に
於
け
る
も
の
、
皇
太
子
の
教
育
と
国
王
へ
の
諮
問
に
当
る
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
、
中
央
で
は
、

己
卯
の
士
禍
で
犠
牲
と
な
っ
た
趨
光
祖
の
余
習
が
台
諌
に
あ
る
と
李
坑
が
論
じ
て
、
こ
れ
を
禁
ず
る
こ
と
に
対
し
て
彦
姐
は
厳
し
く
反
対

し
た
。
と
い
う
の
も
こ
の
李
坑
は
察
無
択
や
金
安
老
の
党
派
の
者
で
、
こ
の
頃
ま
で
扉
瓢
（
庇
諦
）
さ
れ
て
い
た
金
安
老
を
復
た
朝
廷
で

登
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
安
老
の
子
の
梧
は
中
宗
の
女
婿
で
あ
る
こ
と
か
ら
安
老
は
権
力
を
利
用
し
て
悪
事
を
働

い
た
こ
と
で
斥
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
安
老
を
呼
び
戻
そ
う
と
企
ん
で
い
た
の
は
司
諌
院
正
言
の
察
無
択
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、

大
司
憲
の
沈
彦
光
は
実
情
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
彼
ら
と
同
じ
立
場
に
あ
る
よ
う
な
中
で
、
唯
一
反
対
し
た
の
は
彦
姐
で
あ
っ
た
た
め
、

彼
ら
か
ら
弾
劾
さ
れ
、
司
諌
院
司
諌
か
ら
成
均
館
司
芸
に
左
遷
さ
れ
た
上
免
職
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
時
に
中
宗
の
二
十
六
年
、
彦
姐
四

十
一
歳
で
あ
っ
た
。

故
郷
に
帰
っ
た
彦
姐
は
、
紫
玉
山
に
独
楽
堂
を
建
て
て
、
世
俗
の
紛
塵
か
ら
離
れ
て
自
然
の
中
で
六
年
間
を
過
ご
し
、
そ
の
際
の
思
い

は
詩
に
托
し
て
い
る
。

中
宗
の
三
十
二
年
了
酉
の
十
一
月
、
金
安
老
ら
は
政
変
の
中
で
敗
れ
て
死
に
、
彦
姐
は
復
帰
、
弘
丈
館
の
中
の
役
職
を
累
進
し
て
翌
年

に
は
議
政
府
に
入
っ
て
検
詳
に
除
、
せ
ら
れ
る
。
特
に
清
白
〈
清
廉
潔
白
〉
の
官
吏
だ
と
い
う
こ
と
で
褒
賞
を
加
え
ら
れ
、
左
舎
人
に
抜
擢
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さ
れ
、
以
後
め
ま
ぐ
る
し
く
官
職
を
移
動
し
て
兵
曹
参
知
に
陸
っ
た
。
休
養
を
願
い
出
て
地
方
官
と
し
て
全
州
の
予
と
な
る
。
そ
こ
で
の

施
策
は
功
を
奏
し
、
府
境
は
大
い
に
治
ま
り
民
は
頃
徳
の
石
碑
を
建
て
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
国
王
か
ら
の
命
〈
上
旨
〉
に
応
じ
て
「
一
綱

十
日
疏
」
〈
本
集
巻
七
所
収
〉
を
上
疏
し
、
中
宗
は
こ
れ
を
嘉
納
し
て
表
裏
一
襲
を
賜
わ
り
、
特
に
命
じ
て
嘉
善
大
夫
に
陸
ら
せ
、
聖
旨

褒
諭
を
降
し
、
特
に
召
さ
れ
て
宮
殿
へ
赴
く
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
千
字
に
及
ぶ
上
疏
は
、
「
人
主
（
国
王
〉
の
心
術
の
日
と
な
す
も

の
に
十
あ
り
」
と
い
う
の
で
、
そ
れ
を
挙
げ
る
と
川
家
政
を
厳
に
す
る
こ
と
、
山
国
の
本
〈
国
民
〉
を
養
う
こ
と
、
同
朝
廷
を
正
す
こ
と
、

凶
用
舎
（
取
捨
〉
を
慎
む
こ
と
、
同
天
道
に
順
う
こ
と
、
川
人
心
を
正
す
こ
と
、
川
言
路
を
広
く
す
る
こ
と
、
川
川
修
欲
を
戒
め
る
こ
と
、

川
軍
政
を
修
め
る
こ
と
、
同
幾
微
を
審
ら
か
に
す
る
こ
と
の
十
項
目
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
も
の
。
中
宗
と
し
て
は
す
で
に
君
心

を
正
し
く
し
、
時
務
を
措
く
〈
時
の
政
治
問
題
を
処
理
す
る
〉
こ
と
に
努
力
し
て
、
直
言
に
耳
を
傾
け
て
い
た
の
で
、
こ
の
直
言
〈
上
疏
〉

に
対
し
て
奨
歎
し
て
い
る
。
そ
し
て
翌
年
に
は
礼
曹
参
判
か
ら
成
均
館
大
司
成
、
つ
い
で
司
憲
府
大
司
憲
と
な
り
、
そ
の
後
も
次
々
と
累

進
し
て
い
く
中
で
、
ま
た
聖
学
の
本
末
や
時
政
の
得
失
に
つ
い
て
深
く
極
め
て
論
じ
た
上
疏
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
忙
を
き
わ
め

た
生
活
に
疲
れ
、
故
郷
に
帰
っ
て
休
養
し
た
い
と
何
度
も
願
い
出
る
が
許
さ
れ
ず
、
そ
こ
で
地
方
へ
と
願
う
と
金
海
府
使
に
除
、
せ
ら
れ
た

が
、
今
度
は
台
諌
か
ら
留
め
ら
れ
、
朝
廷
か
ら
出
ら
れ
な
い
。
母
親
の
病
気
理
由
に
辞
職
し
て
郷
里
に
帰
る
こ
と
を
願
い
出
る
と
中
宗
は

慰
め
諭
し
て
、
「
卿
の
辞
、
至
切
な
り
」
と
認
め
な
が
ら
も
、
朝
廷
に
も
問
題
が
あ
る
か
ら
と
な
か
な
か
許
し
て
く
れ
ず
、
母
へ
の
食
べ

物
や
薬
の
手
配
な
ど
し
て
下
さ
る
こ
と
で
、
彦
姐
は
畏
れ
多
い
こ
と
と
恐
縮
し
感
激
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
朝
廷
の
方
も
む
や
み
に
留
め

置
く
こ
と
も
で
き
ず
、
や
む
を
得
ず
本
道
の
監
司
〈
観
察
使
〉
と
し
て
地
方
へ
出
た
も
の
の
、
今
度
は
彦
姐
自
身
が
病
気
に
な
っ
て
し
ま

う
。
以
後
、
漢
城
府
判
予
や
知
中
枢
府
事
に
除
、
せ
ら
れ
る
が
病
気
が
愈
え
た
り
重
く
な
っ
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、
命
を
下
す
中
宗
の
方

が
病
に
倒
れ
崩
御
さ
れ
る
と
い
う
悲
劇
が
三
十
九
年
二
五
四
四
〉
十
一
月
に
起
き
た
。
享
年
五
十
七
歳
で
あ
っ
た
。

中
宗
の
後
を
継
い
で
仁
宗
が
十
一
月
二
十
日
即
位
し
た
が
、
世
子
で
あ
る
こ
と
二
十
四
年
後
の
即
位
で
あ
り
、
三
十
歳
で
あ
っ
た
。
世

子
で
あ
る
聞
に
、
彦
姐
は
侍
講
院
で
長
ら
く
接
し
た
間
柄
で
あ
り
、
仁
宗
は
儒
教
の
理
想
政
治
に
燃
え
る
若
き
王
で
あ
り
、
ま
た
孝
道
に

厚
い
人
で
あ
っ
た
た
め
、
即
位
当
初
は
一
棋
に
暮
れ
る
日
々
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

仁
宗
が
ま
ず
手
が
け
た
の
は
、
己
卯
の
士
禍
の
犠
牲
者
の
趨
光
祖
、
金
浄
ら
の
名
誉
回
復
で
あ
り
、
そ
れ
以
来
途
絶
え
て
い
た
賢
良
科
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の
復
活
で
あ
っ
た
。
士
林
派
に
属
す
る
彦
姐
は
大
い
に
期
待
し
て
い
た
が
、
仁
宗
は
一
年
に
も
満
た
な
い
翌
年
の
七
月
一
日
に
崩
御
さ
れ

て
し
ま
う
と
い
う
九
ヶ
月
間
の
在
位
だ
っ
た
。
享
年
三
十
一
。
俗
説
に
継
母
〈
次
の
明
宗
の
母
〉
の
丈
定
王
后
に
毒
殺
さ
れ
た
と
も
言
わ

れ
る
ほ
ど
の
異
常
な
死
で
あ
っ
た
。
短
い
在
位
で
あ
っ
た
た
め
李
芭
ら
保
守
派
（
勲
旧
派
〉
の
反
対
で
国
王
の
葬
儀
の
礼
は
と
ら
れ
な
い

中
に
仁
宗
は
恥
辱
を
味
わ
っ
た
。
彦
姐
は
「
仁
宗
大
王
行
状
」
（
本
集
巻
六
所
収
〉
を
書
い
て
悲
し
み
、
最
後
に
「
王
の
至
穂
篤
行
、
天

に
受
け
し
所
以
の
者
は
是
く
の
如
く
其
れ
厚
く
、
己
に
任
ぜ
る
者
是
く
の
如
く
其
れ
重
く
、
其
の
始
め
や
為
す
所
有
り
て
生
ま
る
る
が
若

し
。
其
の
終
る
や
以
て
年
を
仮
ら
ず
、
鳴
呼
痛
ま
し
き
か
な
」
と
結
ん
で
い
る
。

仁
宗
の
崩
御
の
後
は
、
仁
宗
が
臨
終
の
床
で
自
分
の
後
を
異
母
弟
の
慶
源
大
君
を
王
に
立
て
る
よ
う
に
せ
よ
と
遺
命
し
て
い
た
の
で
、

慶
源
大
君
即
ち
明
宗
が
即
位
し
た
。
と
こ
ろ
で
明
宗
は
十
三
歳
と
い
う
若
き
で
あ
っ
た
た
め
、
母
の
丈
定
王
后
が
垂
簾
聴
政
を
行
な
う
こ

と
に
な
り
、
こ
の
丈
定
王
后
の
弟
で
あ
る
予
元
衡
の
一
派
が
権
力
を
握
る
こ
と
に
な
り
、
丈
定
王
后
の
命
に
も
と
マ
つ
い
て
、
元
衡
は
仲
間

で
あ
る
李
芭
、
鄭
順
朋
、
林
百
齢
ら
と
謀
っ
て
乙
己
の
士
禍
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
乙
己
は
仁
宗
の
元
年
で
、
仁
宗
が
崩
じ
た
後
、
丈
定

王
后
を
廃
そ
う
と
企
ん
だ
と
い
う
担
造
さ
れ
た
罪
で
、
反
対
派
の
予
任
、
柳
濯
、
柳
仁
淑
ら
を
弾
劾
し
、
流
刑
や
罷
免
に
し
た
も
の
の
、

こ
れ
で
は
ま
だ
軽
い
と
再
度
量
刑
の
審
議
し
な
お
し
て
、
ヰ
ア
任
、
柳
濯
、
柳
仁
淑
に
は
賜
死
、
他
は
遠
方
へ
流
刑
に
処
し
た
。
こ
の
中
に

李
彦
姐
も
入
っ
て
い
た
。
彦
姐
の
罪
は
問
招
官
と
し
て
取
り
調
べ
る
中
で
、
士
林
派
の
人
々
を
何
と
か
罪
を
軽
く
、
死
か
ら
救
お
う
と
し

た
こ
と
が
予
元
衡
か
ら
憎
ま
れ
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

明
宗
の
二
年
〈
了
未
・
一
五
四
七
三
彦
姐
五
十
七
歳
、
閏
九
月
に
江
界
府
へ
安
置
〈
庇
諦
〉
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
側
室
の
子
李
全
仁

が
同
行
し
、
身
の
ま
わ
り
の
世
話
を
し
、
父
と
の
問
答
を
『
関
西
問
答
録
』
と
し
て
残
し
た
。
江
界
は
中
固
と
の
国
境
に
流
れ
る
鴨
緑
江

の
中
流
の
奥
深
い
山
中
で
、
彦
姐
は
死
ぬ
ま
で
の
六
年
間
を
ひ
ど
く
貧
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
『
大
学
章
句
補
遺
』
や
『
求

仁
録
』
を
著
わ
し
、
『
中
庸
九
経
桁
義
』
の
執
筆
中
、
明
宗
の
八
年
二
五
五
一
三
十
一
月
二
十
三
日
、
病
の
た
め
卒
し
た
。
享
年
六
十
三
。

翌
十
二
月
十
二
日
に
、
全
仁
は
父
の
遺
骸
を
棺
に
収
め
て
故
郷
の
慶
州
ま
で
持
ち
帰
り
、
興
海
郡
南
達
里
の
梼
陰
山
に
葬
っ
た
。

彦
姐
の
正
妻
の
朴
氏
と
の
聞
に
は
子
が
無
く
、
従
弟
の
子
の
応
仁
を
嗣
子
と
し
た
が
、
側
室
と
の
聞
に
全
仁
が
あ
り
、
前
に
述
べ
た
よ

う
に
江
界
に
同
行
し
、
江
界
か
ら
枢
を
険
し
い
山
々
を
越
え
遠
い
距
離
を
持
ち
帰
る
孝
心
の
厚
さ
に
感
動
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
全
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仁
の
子
に
没
と
淳
が
あ
り
、
長
子
の
没
（
彦
姐
の
孫
〉
が
、
本
集
の
刊
行
に
努
力
し
て
い
る
こ
と
は
本
集
の
成
立
の
記
述
に
見
ら
れ
る
通

り
で
あ
る
。

彦
姐
の
死
後
十
五
年
の
宣
祖
元
年
二
五
一
八
〉
に
名
誉
が
回
復
さ
れ
、
三
年
に
は
丈
元
と
誼
さ
れ
、
四
年
に
は
独
楽
堂
の
下
に
玉
山

書
院
が
建
て
ら
れ
、
六
年
に
は
賜
額
が
与
え
ら
れ
た
。
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